
様式第１号(第４条関係) 

情報公開請求書 

年  月  日 

実施機関 

         様 

  請求者                            
   住 所(法人その他の団体にあっては事務所等の所在地)      

                              
氏 名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名) 
                              
連絡先                            
電 話       ―                    

 島本町情報公開条例第6条の規定に基づき、次のとおり情報の公開を請求します。 

情報公開の方法区分 
□閲覧    □写しの交付 

□その他(         )   (□郵送を希望) 

請 求 者 の 区 分 

□町の区域内に住所を有する者 

□町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

 (所在地)島本町         (名 称) 

□町の区域内に存する学校に在学する者 

 (所在地)島本町         (名 称) 

□町の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の

団体 

 (所在地)島本町         (名 称) 

□上記以外のもので、町の行政に利害関係を有するもの 

 (利害関係の内容) 

請求に係る情報の名称

又は内容 
  

請 求 の 目 的   

 

※処理欄 
受付年月日      年   月   日 

担 当 部 局      部       課 

備

考 

  

 

注 1 迅速かつ的確な情報の公開を行うため、請求したい情報の内容等については、事前に

担当課等にお問い合わせください。 

  2 請求に係る情報の名称又は内容及び利害関係の内容については、できるだけ具体的に

記入してください。 

  3 請求の目的は、請求された情報の検索及び特定等の参考にするためのものですが、記

入については、請求者の任意です。 

  4 ※印の欄は、記入しないでください。 



様式第２号(第４条関係) 

島  第     号 

年  月  日 

 

補 正 通 知 書 

 

            様 

 

実施機関名            

印 

 

    年  月  日付けで提出された情報公開請求書は、次のとおり不備がありますの

で、島本町情報公開条例第6条第3項の規定により補正を求めます。 

 

補正をする事項   

提 出 期 限 年   月   日 

添 付 書 類   

補 正 書 提 出 先 

(担 当 課) 

所在地 〒618― 

 

 

部     課(電話    ―      ) 

 

 注 提出期限までに補正できない場合は、あらかじめ担当課までご連絡ください。 

 

 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

                         島  第     号 

                            年  月  日 

      

       決定期間延長通知書  

 

         様 

                  実施機関  

                                 ㊞ 

 

     年 月 日付けで請求のあった情報の公開については、島本町情報

公開条例第７条第３項の規定により、次のとおり決定期間を延長したので通知

します。  

 

請求に係る情報の名称又

は内容  

 当 初 の 決 定 期 限      年   月   日 

 延 長 後 の 決 定 期 限      年   月   日 

 延 長 の 理 由  

 担 当 部 局 
       部       課  

電話    ―     

 

 



様式第４号（第５条関係） 

島 第 号         

   年   月   日  

 

           公開決定通知書       

 

 様 

 

                   実施機関          

                              印  

 

   年 月 日付けで請求のあった情報の公開については、次のとおり公開

することと決定したので、島本町情報公開条例第７条第３項の規定により通知

します。  

 

請求に係る情報の名称又

は内容 

 

請求に係る情報の名称又

は内容に基づき特定した

情報 

 

公 開 の 方 法 
□ 閲覧  □ 写しの交付 

□ その他(        ) (□郵送) 

公 開 の 日 時 
  年  月  日 午前・午後 時から 

 
              午前・午後 時まで 

公 開 の 場 所  

担 当 部 局 
       部      課 
 
電話    －  

注 １ 指定された公開の日時に来所できない場合は、あらかじめ担当部局に  

 連絡してください。 

  ２ 情報の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。  



様式第５号（第５条関係） 

                         島  第     号 

                            年  月  日 

 

一部公開決定通知書  

 

             様 

 

                   実施機関  

                                  印 

 

     年  月  日付けで請求のあった情報の公開については、次のとおりその

一部を公開することと決定したので島本町情報公開条例第７条第３項の規定により通知

します。 

 

請求に係る情報の名称又は

内容 

 

請求に係る情報の名称又は

内容に基づき特定した情報 

 

公 開 の 方 法 
□ 閲覧  □ 写しの交付 

□ その他(        ) (□郵送) 

 公 開 の 日 時 
年   月   日午前・午後  時から 

              午前・午後  時まで 

 公 開 の 場 所 
 

 公開しないことと決定 

 した部分 

 

 公 開 し な い 理 由 

 

 ※公開しないことと決定した部分の公開予定日      年   月   日 

 担 当 部 局      部     課 電話    ― 

(教示) この決定に不服のあるときは、次のとおり審査請求をし、又は取消しの訴えを提起することができます。 
(1) この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により実施機
関      に審査請求をすることができます(なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分

の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をできなくなります。)。 
(2) この通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、島本町を被告として(訴訟において島本町を代表する者は、  

    となります。)大阪地方裁判所にこの決定の取消しの訴えを提起することができます(なお、通知書を受け取った日の翌

日から起算して6か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができ
なくなります。)。ただし、(1)の審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決書を受け取った
日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。 

 注 １ 指定された公開の日時に来所できない場合は、あらかじめ担当部局に連絡してください。 
   ２ ※印の欄には、請求に係る情報の一部を公開しないこととした理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができると

きにその期日を記入していますので、その日以降あらためて請求してください。ただし、期日の明示の有無にかかわらず請

求があった日から起算して3か月以内に公開しないこととした理由がなくなったときは、実施機関から公開する旨の通知を
請求者に送付します。 

   ３ 情報の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。 



様式第６号（第５条関係） 

                         島  第     号 

                            年  月  日 

 

          非公開決定通知書  

 

             様 

 

                  実施機関  

                                  印 

 

     年  月  日付けで請求のあった情報の公開については、次のとおり公開

しないことと決定したので島本町情報公開条例第７条第３項の規定により通知します。 

 

請求に係る情報の名称又は

内容 

 

請求に係る情報の名称又は

内容に基づき特定した情報 

 

 公 開 し な い 理 由 

 

 ※ 公 開 予 定 日 

     

 年   月   日 

 担 当 部 局 
       部      課 

  電話    ― 
(教示) この決定に不服のあるときは、次のとおり審査請求をし、又は取消しの訴えを提起することができ

ます。 
(1) この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第

2条の規定により実施機関      に審査請求をすることができます(なお、通知書を受け取った日の
翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をできな
くなります。)。 

(2) この通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、島本町を被告として(訴訟において島本
町を代表する者は、      となります。)大阪地方裁判所にこの決定の取消しの訴えを提起するこ
とができます(なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内であっても、決定の日の翌日か
ら起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、(1)の
審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日か
ら起算して6か月以内に提起することができます。 

注 ※印の欄には、請求に係る情報を公開しないこととした理由がなくなる期日をあらかじめ明示すること
ができるときにその期日を記入していますので、その日以降あらためて請求してください。ただし、期日の
明示の有無にかかわらず請求があった日から起算して３か月以内に公開しないこととした理由がなくなった
ときは、実施機関から公開する旨の通知を請求者に送付します。 

様式第７号（第５条関係） 



                      島  第    号 

                         年   月   日 

 

情報不存在による非公開決定通知書  

 

         様  

 

                 実施機関  

                                       印  

 

     年   月   日付けで請求のあった情報の公開については、対

象となる下記情報を所持し、又は管理しておりませんので、その旨通知い

たします。  

 

               記  

 

情報公開請求書に記載された情報の名称又は内容  

  

（不存在の理由）  

  

 

担当部局      部     課（電話     ―     ）  

 
(教示) この決定に不服のあるときは、次のとおり審査請求をし、又は取消しの訴えを提起することができ

ます。 
(1) この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第

2条の規定により実施機関      に審査請求をすることができます(なお、通知書を受け取った日の
翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をできな
くなります。)。 

(2) この通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、島本町を被告として(訴訟において島本
町を代表する者は、      となります。)大阪地方裁判所にこの決定の取消しの訴えを提起すること
ができます(なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内であっても、決定の日の翌日から起
算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、(1)の審査請
求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算し
て6か月以内に提起することができます。 

様式第８号（第５条関係） 



 

                         島  第     号 

                            年  月  日 

 

 

         情報存否応答拒否決定通知書 
 

 

             様 

 

                  実施機関               

                                 印 

 

     年  月  日付けで請求のあった情報の公開については、島本町情報公開

条例第６条の２の規定により、次のとおり情報の公開請求を拒否することと決定しまし

たので通知します。 

 

 請求に係る情報の名称 

又は内容 

 

 請求を拒否する理由 

 

※拒否理由がなくなる予定 

時期 
年   月   日 

 担 当 部 局 
        部       課 

 電話    ― 

(教示) この決定に不服のあるときは、次のとおり審査請求をし、又は取消しの訴えを提起することができ
ます。 

(1) この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第
2条の規定により実施機関      に審査請求をすることができます(なお、通知書を受け取った日の
翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をできな
くなります。)。 

(2) この通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、島本町を被告として(訴訟において島本
町を代表する者は、      となります。)大阪地方裁判所にこの決定の取消しの訴えを提起するこ
とができます(なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内であっても、決定の日の翌日か
ら起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、(1)の
審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日か
ら起算して6か月以内に提起することができます。 

注 ※印の欄には、請求に係る情報を公開しないこととした理由がなくなる期日をあらかじめ明示すること
ができるときにその期日を記入していますので、その日以降あらためて請求してください。ただし、期日の
明示の有無にかかわらず請求があった日から起算して３か月以内に公開しないこととした理由がなくなった
ときは、実施機関から公開する旨の通知を請求者に送付します。 

 

様式第９号（第５条の２関係） 



                         島  第     号 

                        年  月  日  

 

     情報公開決定等期間特例延長通知書  

 

            様 

                      実施機関 

                                 ㊞ 

 

     年 月 日付けで請求のあった情報の公開については、島本町情報

公開条例第７条の２の規定により、次のとおり決定期間を延長したので通知し

ます。  

 

請求に係る情報の名称又は

内容  

 当 初 の 決 定 期 限        年   月   日 

 情報公開請求に係る情報 

のうちの相当の部分につ 

き公開決定等をする期限 

及びその部分 

 期限 年   月   日 

 部分 
 

 

 残りの情報について公開 

決定等をする期限 年   月   日 

 島本町情報公開条例第 

７条の２を適用する理 

由 
 

担  当  課 
      部      課 

電話     －     

様式第１０号（第５条の３関係） 



                       島   第      号  

                          年   月   日  

 

          意見照会書  

   

           様  

   

                 実施機関  

                                印  

 

 島本町情報公開条例に基づき、      年  月  日付けで公開請求のありまし

た情報に、あなた（貴団体）に関する情報が記録されています。  

 つきましては、同条例第７条の３第１項の規定により次のとおり通知しますの

で、この情報を公開することに関し、ご意見があれば、別紙「情報公開決定等に

係る意見書」を提出してください。  

 

請求に係る情報の名称又は内容  

 上記情報に記録されている 
 あなた（貴団体） の情報の  
  
 内容  

 

 提出期限       年    月    日  

 意  見  書  提  出  先 

（担   当   部   局） 

 所在地  〒６１８－  

 大阪府三島郡島本町  

      部      課     

電話     ―      

 備    考    

 
 

様式第１１号（第５条の３関係） 



                       島   第      号  

                          年   月   日  

 

          意見照会書  

   

           様  

   

                    実施機関  

                                印  

 

 島本町情報公開条例に基づき、      年  月  日付けで公開請求のあり

ました情報に、あなた（貴団体）に関する情報が記録されています。  

 つきましては、同条例第７条の３第２項の規定により次のとおり通知

しますので、この情報を公開することに関し、ご意見があれば、別紙

「情報公開決定等に係る意見書」を提出してください。  

 

請求 に係る情 報の名称又 は

内容  
 

 上記情報に記録されている 
 あなた（貴団体）の情報の   
 内容  

 

 提   出   期   限       年    月    日  

 意  見  書  提  出  先 

（担   当   部   局） 

 所在地  〒６１８－  

 大阪府三島郡島本町  

      部      課     

電話     ―      

 備    考    

 
 

様式第１２号（第５条の３関係） 



                          年   月   日  

 

情 報 公 開 決 定 等 に 係 る 意 見 書  

 

 

実施機関 

 様 

 

提出者 

住 所（法人その他の団体にあっては事務所等の所在地）  

                                    

氏 名（法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名）  

                            

連絡先 

 電 話     －             

 

     年   月   日付け島   第     号で照会のあった件について

の意見は、次のとおりです。  

 

請求の対象と  

なった情報  

 

公開について  

の意見  

□公開してもよい。  

□公開に反対する。  

公開に反対  

する場合の  

理由  

 

 
 
 

様式第１３号（第５条の３関係） 



                       島   第      号  

                          年   月   日  

 

情報公開決定に係る通知書  

   

           様  

 

                  実施機関            

                                印  

 

     年   月   日付け島   第      号で照会し、御意見をいただき

ましたあなた（貴団体）に関する情報が記録されている情報の公開について、次の

とおり決定しましたので通知します。  

 

 請求に係る情報の内容   

 公開決定したあなた  

の情報の内容及びそ  

の理由  

 １  公  開    ２  一部公開  

 

 情報を公開する日       年    月    日  

 担当部局  
      部       課  

（電話  ９６   －     ）  

 備考   

(教示) この決定に不服のあるときは、次のとおり審査請求をし、又は取消しの訴えを提起することができます。 
(1) この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により実施機関

      に審査請求をすることができます(なお、通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日
の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をできなくなります。)。 

(2) この通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、島本町を被告として(訴訟において島本町を代表する者は、   

    となります。)大阪地方裁判所にこの決定の取消しの訴えを提起することができます(なお、通知書を受け取った日の翌日から
起算して6か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなりま
す。)。ただし、(1)の審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算

して6か月以内に提起することができます。 
 

様式第14号(第8条関係) 



 

 

  課 名   

10年・永年 保存情報目録 保 存 文 書 永 ・ 1 0 年 

番 号 件 名 取得した年度 備 考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 

様式第１５号（第１１条関係） 



 

年  月  日   

 

情 報 閲 覧 等 審 査 請 求 書 

 

実施機関 

             様 

 

審査請求人              

 

次のとおり、審査請求をします。 
１ 審査請求人の氏名、年齢及び住所 

  氏名       年齢   歳 住所 

２ 審査請求に係る処分 

          が    年   月   日付け島    第     号で審査

請求人に対して行った        決定処分 

３ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

       年   月   日 

４ 審査請求の趣旨及び理由 

⑴ 審査請求の趣旨 

   審査請求に係る処分（のうち               を公開・非公開とした

部分）を取り消し、公開・非公開するとの裁決を求める。 

⑵ 審査請求の理由 

   審査請求に係る処分は、次のとおり違法・不当である。 

    （審査請求人の主張等を具体的に記載する。） 

  

  

  

  

  

  

  

５ 処分庁の教示の有無及びその内容 
「この決定に不服のあるときは、次のとおり審査請求をし、又は取消しの訴えを提起することができ
ます。 ⑴ この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、行政不服審査法（平成２
６年法律第６８号）第２条の規定により実施機関      に審査請求をすることができます（な
お、通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して
１年を経過すると審査請求をできなくなります。）。 ⑵ この通知書を受け取った日の翌日から起
算して６か月以内に、島本町を被告として（訴訟において島本町を代表する者は、      とな
ります。）大阪地方裁判所にこの決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、通知書を受
け取った日の翌日から起算して６か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過する
と決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、⑴の審査請求をした場合に
は、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６か月
以内に提起することができます。」との教示があった。 
 

様式第１６号（第１１条関係） 



 

島  第     号 

年  月  日 

 

 

諮  問  書 

 

 

島本町情報公開・個人情報保護審査会 

会長          様 

 

 

実施機関              

 

 

 

 情報公開について、別添（写）のとおり審査請求がありましたので、島本町情報公開条例第１１

条の２第１項の規定に基づき諮問します。 

 

（添付書類） 

    １ 情報閲覧等審査請求書（写） 

    ２ 情報公開請求書（写） 

    ３ 非公開（部分公開）決定通知書（写） 

    ４ 決定期間延長通知書（写）  ※決定期間延長の場合 

    ５ 部分公開情報（写）  ※部分公開の場合 

    ６ 公開請求対象情報（写） 

    ７ 情報不存在による非公開決定通知書（写） 

    ８ 弁明書（正本及び副本） 

 

 注 上記添付書類の内、本請求書に添付した書類については、その情報番号を○で囲む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第１７号（第１１条関係） 



 

島  第     号   

 

 

情 報 閲 覧 等 審 査 請 求 裁 決 書 

 

 

審査請求人             

 

 上記審査請求人（以下「請求人」という。）から    年  月  日付けで提起され

た島本町情報公開条例（昭和５８年島本町条例第２４号）第７条第１項の規定による情報の

非公開（一部公開）決定処分に対する審査請求については、次のとおり裁決する。 

 

主 文 

理 由 

 

第１ 事実 

 

第２ 請求人の審査請求の趣旨及び主張要旨 

 

第３ 裁決の理由 

 

 

 

 

よって、主文のとおり裁決する。 

 

     年  月  日 

 

実施機関          印  



 


